
 

＜久留米市地方卸売市場田主丸流通センター＞ 

１．概要 

 久留米市地方卸売市場田主丸流通センターは、卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）に基

づき、福岡県知事の認定を受けて久留米市（地方公共団体）が開設している市場で、花木等の

取引の適正化とその健全な運営を図ることを目的としています。 

 

(1) 名称      久留米市地方卸売市場田主丸流通センター 

 

(2) 所在地     久留米市田主丸町益生田 1134番地 4 

           電話番号：0943（72）4070 

 

(3) 敷地面積    54,198㎡ 

 

(4) 業務開始    昭和 59年 10月 1日 

 

(5) 開場の状況   ① 開場の日 

             毎月 5日、10日、15日、20日、25日、30日及び 3月 1日 

（年間 70日） 

             （ただし、8月 15日及び 12月 30日は休場） 

           ② 開場の時間 

             午前 4時～午後 8時 

           ③ 販売開始時刻 

             午前 8時 

           ④ 販売終了時刻 

                      午後 5時 

 

(6) 取扱品目 

           花木、園芸資材及び果実 

 

(7) 付属機関    久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会 

 

           この審議会は、市場業務の適正かつ健全な運営に関し必要な事項を調

査審議するため条例に基づき設置された機関で、市場関係者や学識経

験者で構成されています。 

 

           ○任期 2年   ○委員数 16名 

 

３．概要説明(2) 

【資料２】 



R6.4.1現在 

２．施設及び使用料 

区 分 

施設の種類 
規   模（㎡） 備 考 施設使用料 

中 小 物 会 場 6,000 鉄骨スレート(2棟) 建物使用料 264円/㎡ 

鉢 物 会 場 2,608 〃（2棟） 建物使用料 580円/㎡ 

大 物 会 場 7,385 鉄骨枠 土地使用料 178円/㎡ 

関 連 店 舗 100 鉄骨スレート 建物使用料 765円/㎡ 

買 荷 保 管 積 込 所 200 〃 建物使用料 646円/㎡ 

管 理 事 務 所 825 鉄筋コンクリート 建物使用料 1,029円/㎡ 

買 受 人 事 務 所 100 〃 建物使用料 1,016円/㎡ 

食 堂 100 〃 建物使用料 858円/㎡ 

便 所 52 

鉄骨スレート(2箇所) 

ブロック造(1箇所) 

RC造(1箇所) 

― 

空 地 7,992 ― 土地使用料 178円/㎡ 

※施設使用料については、1平方メートルあたりの年額 

※空地については、使用料対象面積（中小物会場、鉢物会場を除く） 

 

３．市場関係者一覧（R6.7.1 現在） 

(1) 開設者    久留米市 

(2) 卸売業者   田主丸町植木農業協同組合 代表理事組合長  古賀博志 

              ・出資金 78,664千円(1,399千円減少) 

  ・組合員数 1,348人（24人減少） 

              ・せり人数   5人 

(3) 出荷者    登録者数 2,746名        

(4) 買受人    登録者数 1,189人（市長の承認を受けた者） 

 

(4) 関連事業者  （１社）天同鉱業（吊り荷関連器具等・惣菜等） 

 

 


